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   30-2） 

一般社団法人日本老年歯科医学会 

「老年歯科医学研究の利益相反(COI)に関する指針」の細則 

 

 一般社団法人日本老年歯科医学会(以下「本学会」という。)  本学会会   の利益相反状態(以

下「COI 状態」という。)    に       する   「老年歯科医学研究の利益相 反(COI)に関

する指針(以下「COI 指針」という。)」の細則 次のとおり定 る。 

第１条 学  会  にお る発表者のCOI自己申告と開示  

 第1項  本学会の会   会 の      本学会 主催する学 大会 その他の学  会  

 研 会   老年歯科医学研究に関する発表 行う場合 発表者 全 (配偶者 一親等の 家族 

収入・財産 共有する者も含 る) COI 指針   に本細則第 4 条の  に い   研究  発

表に関連する企業・法人組織や営利 目的とし 団体(以下「企業・組織や団体」 という。)との経済的 

関係について 発表内容に関係する企業・組織や団体と COI 状態 発生してい 期間 含 て 抄録

登録時に様式 1 に り自己申告し       い。 

 第2項  筆頭発表者  発表者全 のCOI状態  り と て自己申告 に  し   内容につい

て    う と 求   る。   筆頭発表者    する COI 状態について  発表内容に関係す

る企業・組織や団体と COI 状態 成立している間  口演発表の場合 最初か 2  目の    に 

    発表の場合     最下段に 様式 2 に り開示するものとする。 

 第3項  COI 自己申告に関 る老年歯科医学研究と  COI 指針  に定   る産学連 に る

研究   て 人間   とする老年歯科医学研究に   人  定  る人間  の      

 の研究も含むものとし 研究の実施において 厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」に定 ると

 ろに るものとする。 

第2条 学会誌への論 投稿者のCOI自己申告と開示  

 第1項  本学会の会   会      「老年歯科医学」において老年歯科医学研究の成果 発表

する場合 著者 全 (配偶者 一親等の家族 収入・財産 共有する者も含 る)  COI 指針   に

本細則第 4 条の  に い 論 内容に関係する企業・組織や団体と COI 状態 発生してい 期間

 含 て 論 投稿時に様式 3 に り自己申告し       い。 

 第2項  筆頭著者  著者全 の  研究に関 る COI 状態  り と て自己申告 に  し 

その内容について    う と 求   る。     する COI 状態について   論 末尾の引

用 献の前に  し 開示するものとする。 お 投稿論 に関 る COI 状態  い場合も 「本論 

に関して 開示す  利益相反状態 無い。」  と  する。 
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第3条 役  委 長 委 のCOI自己申告  

 第1項  本学会の役 (理事長 理事 監事) 学 大会大会長 その他各種学  会会長 支部長 

各種常置委 会の委 長  定の委 会(学 委 会 編 委 会 社会保険委 会 ガ     委

 会 研 委 会 歯科衛生士関連委 会 認定制度委 会 認定資格検討委  研 機関認定委

 会 倫理委 会 利益相反委 会(以下「COI 委 会」という。))の委   就 時 COI 自己申告 

  COI 委 会へ  し       い。 お 申告す   COI 状態  本学会 行う事業に関連す

る企業・組織や団体に関 るものに限定する。 

  第2項  役     COI指針   に本細則第4条の  に い 就 時か 遡 て過去1年間にお

 る COI 状態 様式4に り自己申告し       い。 お 自己申告 に その申告  期間 

明 し 在 中に新   COI 状態 発生し 場合に  発生後 2か月以内に COI 自己申告   COI 

委 会へ  するものとする。 

第4条 COI 自己申告の    

 第1項  COI 自己申告   と る    の    以下のとおりとする。 

1.企業・組織や団体の役       について  1つの企業・組織や団体か の    年間100

万円以上とする。 

2.株式の保有について  1つの企業についての 1年間の株式に る利益(配  売却益 の総和) 

100万円以上の場合  るい   全株式の5%以上 保有する場合とする。  

3.企業・組織や団体か の 許権使用 について  1つの権利使用  年間100万円以上とする。  

4.企業・組織や団体か  会議の 席(発表  )に し 申告者 拘束し 時間・労力に して支払 

  日 ( 演   )について  1つの企業・組織や団体か の総  年間50万円以上とする。  

5.企業・組織や団体         の執筆に して支払  原稿 について  1つの企業・組織や

団体か の総  年間50万円以上とする。  

6.企業・組織や団体  供する老年歯科医学研究(  研究  共 研究  臨床    )に する

研究 について  1つの企業・組織や団体か 支払   総  年間200万円以上とする。  

7.企業・組織や団体  供する奨学(奨励)寄附 について  1つの企業・組織や団体か  申告者 

人もし  申告者 所属する部局( 座 るい 研究室)の 表者に支払   総  年間200万円以

上の場合とする。  

8.企業・組織や団体  供する寄附 座に申告者 所属している場合とする。  

9.その他 老年歯科医学研究と   無関係  行      の 供について  1つの企業・組織

や団体か    総  年間10万円以上とする。 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 第2項  前項第6号 第7号について  申告者 人もし  申告者 所属する 座 るい 研究室に

 し   する老年歯科医学研究とその成果発表  に関連して 企業・組織や団体  か 研究  

奨学寄    の 供    場合に申告するものとする。 

第5条 COI 自己申告 の り扱い  

 第1項  学会発表の抄録登録時 るい 本学会誌への論 投稿時に    る COI 自己申告   

  日か  2年間 理事長の監 下に事 局   に保          い。  

 第2項  本学会の役  各種常置委 会の委 長   定の委 会の委  就 時に  する 

COI 自己申告   各々の 期満了時 るい 解 時か 2年間 理事長の監 下に事 局   に

保          い。学 大会大会長 るい その他の学  会会長   し  COI 自己申

告 について  学 大会 るい 学  会の終了日か  2年間  様の扱いとする。  

 第3項  2 年間の保 期間 経過し  COI 自己申告 について  理事長の監 下に やかに 

 ・  する。 し   ・  する と     いと理事会 認  場合に     期間 定 て

  申告者の COI 自己申告 の  ・   保   るものとする。  

 第4項  本学会理事長もし  COI委 会  申告者の COI 状態の有無・程度 判断し COI    

       に 置     る場合    申告者の COI 自己申告   時利用  るものとする。

 し 利用目的に   限度   て     開示   と  る者以外に して  開示して   

 い。  

 第5項  COI 自己申告   前項の場合    原則として 公開とする。 し 申告者に 大  COI 

状態 認    本学会として社会的・  的  明   果 す    ると判断  る場合 理事

長  COI 委 会の  のもとに理事会の 議 経て        COI 自己申告 の  内容 

開示もし  公表する と   る。 お  の 置に際して 開示もし  公表の  と る COI 自己申

告 の 事者  理事長もし   COI 委 会に して     る と   る。  

 第6項   定の会  指名してCOI自己申告 の開示 求    場合 理事長    求の妥 

性について審査し    理   ると判断  る    COI 委 会にその 応 諮 する。COI 委

 会  諮 後 30日以内に委 会 開催し 本指針   人  の保 に   開示 求への 応

  申するものとする。 

第6条 COI 委 会  

 第1項  COI 委 会の委 長  委 長 委   理事会において理事   議 の中か   し 

理事長 委 する。外部委  本学会会 以外の有 者 理事長   し委 する。  

 第2項  COI 委 会  理事会 倫理委 会と連 して COI 指針  本細則に定 ると ろに り 

会   の COI 状態    事態へと発 する と   に  する  の       と COI 指

針の 反者に する 置   検討する。 
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第7条 COI        と COI 指針 反者に する 置  

 第1項  COI 委 会  本学会誌への論 投稿者   に本学会学  会  の発表予定者か  

     COI 自己申告 について   もし  社会的・  的    ると判断し 場合     

査 行  上    ・指   に り 切に 応する。    に発表   後に  申告 について

 大    発生し 場合 理事長  COI 委 会に事実関係の 査とその 応   諮 する。 

 第2項  前項の自己申告  者に   COI状態  り その 明   果 せ い場合  もし   

COI 指針 反の内容 本学会の社会的信頼性 著し 損 う場合 COI 指針VIIIに い 理事会  

COI 委 会の 申に   審議 経て  切  置   るものとする。 

 第3項  COI 委 会  本学会の役  各種常置委 会委 長   定の委 会の委 か    

   COI 自己申告 について   もし  社会的・  的    ると判断し 場合 事実関係  

 に 査し 上    ・指   に り 切に 応し その結果 理事長に  告するものとする。 

 第4項  理事会  COI 委 会の 告に     申告者の COI 状態に関 る   審議し   

申告者に    COI 状態  り その 明   果 せ い場合 役  委 長   委 に する

委    する と   る。   COI 指針 反の内容 本学会の社会的信頼性 著し 損 う場合 

COI 指針Ⅷに い COI 委 会の 申に   理事会の審議 経て   切  置   るものとす

る。 

 お 委 の    定し 役  委 長  委 に関する COI 状態の      委 の  日

か  2年間 理事長の監 下に事 局   に保          い。 

第8条   申し立て  審査手続   

 第1項  前条   にCOI指針に    本学会事業 の発表に して 反 置の 定      

者    に役  委 長  委 の委 の   置    者     置に     ると  理

事会の審議結果の      日か  14 日以内に 理事長宛てに「  申し 立て審査 求 (以下

「審査 求 」という。)」   し  審査  求する と   る。 

 第2項    申し立て者  審査 求 に   置の事 に する反論・反    具体的 かつ簡

潔に  するものとし COI 委 会に 示し   に加 て   申し立ての根拠と る関連    

     する と   る。 

 第3項  理事長    申し立ての審査   と判断し 場合    申し立て審査委 会 (以下

「審査委 会」という。)  置し       い。審査委 会の組織・業    以下のとおりとする。 

1.審査委 会  理事長 指名する委 長  本学会会   名  外部委  1 名以上に り組

織する。 お COI 委 会委   審査委 会委    る と    い。 

2.審査委 会  審査 求 の 領後 30 日以内に委 会 開催し その審査 行う。  
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3.審査委 会    申し立てに関 る COI 委 会委 長 るい   申立者か   に応 て 

    する と   る。  

4.審査委 会    申し立てに関する最初の委 会開催日か  1 か月以内に 申   と  理事

長に  する。  

 第4項  理事会  審査委 会の 申に     申し立てについて審議し  応  する。 

第9条 細則の改   

 本細則  社会的  や産学連 に関する法 の改    に医   臨床研究に関 る 条 

の    に 合 せる    る場合 COI 委 会の 申に   理事会の議 経て改 する と 

  る。 

附則  

第1条 施行日 

 本細則 平成26年12月11日か 施行する。  

 本細則 平成28年12月8日か 施行する。 

 

第2条 役   への 用に関する 則 

 本細則施行のと   に本学会役   に就 している者  本細則  用して やかに所 の COI 

に関 る自己申告 行うものとする。 

 

 

 

  


